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第 2157 回 平成 22 年 9 月 9 日 第 2 木曜日 

       I.M.報告 

  

 

 

 

＜前回の記録＞ 

第 2601回 平成 31年 3月 14日 木曜日  

   外来卓話  スワン社労士事務所 

     社会保険労務士 鷲見文代様 

 

司 会 進 行 山下友幸副 SAA 

 

点 鐘 林 健吉会長 

 

ソ ン グ それでこそロータリー 

 

来 客 紹 介 酒井智義会員 

スワン社労士事務所 

  社会保険労務士 鷲見文代様 

 

出 席 報 告 竹内巧治出席担当責任者 

 

 

ニコＢＯＸ 國田大雄クラブ奉仕委員 

・本日の外来卓話 社会保険労務士 鷲見文代様 

宜しくお願い致します。       林 健吉 

・スワン社労士事務所 社会保険労務士 鷲見文代様 

 ようこそ。卓話 宜しくお願いします。 

羽田野優男・平岩憲政・廣瀬泰輔・岩尾 誠 

國田大雄・前田伊三夫・松森 薫・三原慎也 

水上成樹・森下 光・村井義孝・西村 肇 

小笠原正道・大畑於左武・大川達也・酒井智義

坂本 仁・竹内巧治・田代東次郎・和田英人 

渡邉 剛・山川直保・山下友幸 

 

幹 事 報 告 和田英人幹事 

・RIより 2019年ロータリー国際大会 投票代議

員用の書類 

・ガバナーエレクト事務所より「地区研修・協議

会アンケート」「クラブ研修リーダー選任」ご

依頼 

・地区事務所より、自家用車種・植樹実績アンケ

ート調査結果の報告 

・会員増強部門委員会より 2 月クラブ増強報告書 

・各務原中央 RCより 30周年記念式典のお礼 

・第 33回中濃駅伝競走大会事務局より大会開催の 

 お礼 

＜拝受＞ 

・米山記念奨学会より「ハイライトよねやま」 

 228 号 

・関、関中央、美濃加茂 各 RC より例会変更のお

知らせ 

・宇佐八幡 RCより週報 

 

委員会報告 西村 肇親睦委員長 

 水車の会のお知らせ 

会員数 出席 補正 出席合計 出席率 

39名(免除 1名) 33名 3名 36名 94.7％ 

＜次回の予定＞ 

第 2604 回 平成 31 年 4月 4 日 第 1 木曜日 

  外来卓話 NPO法人 つくし会 

    事務局長 斎藤武生様 

 

 

 

   

 

   会長卓話(林 健吉会長) 

 

        

  

      

     

    

 

 

    

           

     

        

   

＜本日のプログラム＞  

第 2603 回 平成 31 年 3月 28 日 第 4 木曜日 

  会員卓話  松良 努会員 

 

          

 

 

 

            

 

 

 

 

            

 

 

           

      

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     

 

     

 

 

 

 

    

               

 

     

 



会長の時間 林 健吉会長 

 今日は、ロータリアンが投稿した面白い記事を

見つけましたので紹介します。ギネスブックに認

定されたロータリー活動のお話です。ロータリー

クラブとギネスブックは関係ないように思います

が、調べてみると案外あるものです。この投稿者

の方は、『自分たちの奉仕活動を新聞、テレビ、

インターネットなどでアピールすることは重要で

ある。以前は売名行為と批判されたが、自分たち

の活動の成果を知ってもらうだけでなく、ロータ

リーそのものを多くの人々に知ってもらうために

推進すべき』と思いました。そこで、ギネスブッ

クに載ったロータリークラブの奉仕活動に興味を

持ち、調べました。まず日本では、福島北 RCが平

成 24 年 8月に開催された「ふくしまキッズ博」で

丸餅アートを行いました。8 メートル四方に

23,862個の餅を並べて福島県の形を描き、その中

に「L💛VE FUKUSHIMA」と表示しました。イギリ

スでは 1990 年に、グランサム RCがポリオ・プラ

スの募金活動として水泳マラソン大会を行いまし

た。ロータリークラブの創立記念日である 2月 23

日正午から 13時までの間、世界同時に水泳を行う

もので毎年開催されています。ギネスブックには、

「世界最大同時開催の水泳マラソン大会」として

認定されています。アメリカでは、2003年にワシ

ントン州のタコマ＃8ロータリークラブの会員が

始めた、ポリオ・プラスのための「世界最大同時

開催ドラマー大会」があります。当時 264 名のド

ラマーが集まりました。毎年開催されており、2012

年には 533名の参加者がいたそうです。2008年に

は国際ロータリーがロサンジェルス国際大会を開

催した時、カリフォルニアのウィルミントン RCが

識字率向上キャンペーンとして児童図書寄贈を呼

びかけ、7日間で約 24 万冊を集めました。ギネス

ブックでは、「7日間で最も多く集めた図書」と

して国際ロータリーが認定されています。オース

トラリアでは、2012年にサーファーズサンライズ

RC がゴールドコーストの遊歩道で、「229台の車

椅子が連なり進行し、世界一長い車椅子行列を作

ったこと」で認定されています。この RC は、世界

で車椅子を必要としている障がい者を支援するた

めの募金活動などを行っています。ギネスブック

に載った事例を見ると、単発の活動をして載る場

合と、継続した活動が評価される場合の 2 つがあ

りますが、共通しているのは熱心なロータリアン

の存在と、それをサポートする人です。日本では

単年度制の活動が徹底されており、継続した活動

は難しそうですが、これからの奉仕活動は世界で

“オンリーワン”でありたいものです。 

 このようなお話でしたが、私達も大いに参考に

したいなと思いました。 

 

外 来 卓 話 スワン社労士事務所 

社会保険労務士 鷲見文代様 

 本日はお招き頂き、ありがとうございます。今

日は在職老齢年金のご説明をさせて頂きます。郡

上市役所で、年金相談を 8年ほどさせて頂いてお

りますが、この相談はとても多いです。在職老齢

年金制度とは、老齢厚生年金の受給者が働き続け

ている場合、収入に応じて老齢厚生年金の支給調

整をされる仕組みです。年金受給者の方の心情と

して、せっかく保険料を今まで掛けてきたのに、

受給の時の収入が多いために減らされるのは納得

がいかないというお話をよくお聞きします。これ

はもっとものように私も思いますが、現行の法律

により皆さんに等しく適用されますので、残念で

すが仕方がありません。では、減らされないよう

にするにはどうしたらいいのか、一般的な手法を

ご説明します。まず、制度の仕組みからお話しま

す。お手元の保険料額表をご覧ください。介護保

険料、健康保険料、厚生年金保険料が載っていま

す。社会保険は収入に応じて保険料が違います。

報酬月額の欄を見て頂くと、●円以上～●円未満

と書いてあります。役員報酬が 50万円の方は、報

酬月額が 48 万 5千円～51万 5千円の範囲に入り

ますので標準報酬月額が 50 万円だと分かります。

同様に役員報酬が 40万円の方は 39万 5千円から

42万 5千円の範囲に入りますので、標準報酬月額

が 41 万円ということになります。そのままの報酬

が標準報酬月額にならないので注意となります。 

 次に、在職老齢年金の資料をご覧ください。働

きながら年金を受け取るとき、とあります。『70

歳未満の方が会社に就職し厚生年金保険に加入し

た場合や、70歳以上の方が厚生年金保険の適用事

業所にお勤めになった場合には、老齢厚生年金額

と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、

年金の一部または全額が支給停止となる場合があ

ります。これを「在職老齢年金」といいます。』

と説明があります。在職老齢年金は、65歳を挟ん

で前半と後半があります。まず、60 歳から 65 歳

になるまでの在職老齢年金の計算方法です。 

基本月額→加給年金額を除いた特別支給の老齢厚

生年金の月額とあります。分かりやすく言います

と、65歳前にもらっている年金の年額を 12で割

った金額が基本月額です。加給年金額を除いたと

ありますので、基本的に奥様やお子様がいる時に

付く手当については考慮されません。 



総報酬月額相当額→その月の標準報酬月額＋その

月以前 1年間の標準賞与額の合計を 12で割ったも

のです。基本月額と総報酬月額相当額の合計額が

28万円以下ですか？という質問がありますが、“は

い”の回答の方は全額支給されるということです。

つまり、報酬と年金の月額が 28 万円を超えなけれ

ば、全額貰えるということになります。次に、65

歳以降の在職老齢年金の計算方法ですが、基本月

額と総報酬月額相当額の合計が 46万円を超さな

ければ、全額支給となります。今回は、全く停止

を受けないようにするにはどうしたらいいのか、

という方法についてご説明します。 

 減額されず満額もらうための手順(役員の場合)

です。少し前までは、男性の方でも 60 歳から 65

歳前の年金をもらうことができました。今は生年

月日に応じて 65歳まで引き上げる途中ですので、

63歳や 64歳からしかもらえない男性が多いです。

今は年齢を特定することができないので、受給開

始年齢、65歳、70歳到達月の約 1年前に年金事務

所へ相談に行くことが方法の 1つです。年金事務

所へ行って何を相談するのかというと、例えば、

“もうすぐ 60歳になるのだけれど、この時から役 

員報酬をいくらにしたら年金を満額もらえるのだ

ろうか”と具体的に相談して頂きます。そうする

と、年金事務所では試算する機械がありますので

具体的な年金の見込み額を示しながら、役員報酬

がいくらだったら満額もらえるのかを教えてくれ

ます。金額がわかりましたら、支給開始月に標準

報酬月額が変わっているように役員報酬を変更す

る予定を立てます。支給開始月とは、実際に年金

をもらい始める月のことです。この時に、全額支

給停止にならないように役員報酬が変わっていな

いと意味がないので、そうならないように計画を

立てます。標準報酬月額を年金が全額もらえる金

額に直さなければいけないのですが、社会保険法

上の変更方法が 2つあります。1 つ目は、随時改

定を利用する方法です。こちらは変更月を操作で

きます。例えば 2月から年金をもらい始めたいの

で、4 カ月前から役員報酬を変更するなどの計画

を立てます。2つ目に、定時決定を利用する方法

です。これは、4，5，6月の平均をとったものが 9

月からの標準報酬になります。こちらについては、

必ず 9月からになりますので少し使い勝手が悪い

ですが、標準報酬月額を変更するには、この 2つ

を利用します。何故このような計画を立てるのか

というと、役員報酬の変更は 1年に 1度と限られ

ていて自由に変えられないからです。約 1 年くら

い前に見込み額を聞いて、あらかじめ余裕を持っ

て考えていくといいです。そのうえで、随時改定

を利用するのか、定時決定を利用するのか決めて

次期が来たら社会保険の手続きをするということ

になります。 

 事例として随時改定の活用についてお話ししま

す。昭和 30年 1月 5 日生まれの方で、現在役員報

酬が 50万円、年金事務所へ相談に行って 30 万円

ならもらえると言われたとします。この方は、平

成 32 年 1月 4日に 65 歳に到達します。そうする

と、支給される年金が平成 32年 2月分から 65 歳

以降の年金に切り替わります。その場合、平成 32

年 2月分の標準報酬月額が 30万円に変更されてい

る必要があります。月末締め翌月支払いの場合、

平成 31年 10月分の役員報酬を 30万円に変更する

と、11，12，1 月と 3 カ月来て、4カ月目が 2月に

なります。2 月から随時改定で標準報酬月額を変

更することができるので、遅くてもこの場合は、

平成 31年 10月分の役員報酬を変えておく必要が

あります。随時改定の手続きを取る際に注意して

頂きたいのが、社会保険月額変更の要件として「2

等級以上の差があること」となっていますので、

少しの差だと随時改定の対象にはならないことが

あります。年金事務所で見込みを出す時に、具体

的な手続きの仕方についても相談ができるので確

認してください。 

 次に、社会保険の知識についてお話しします。 

65 歳以降は、介護保険料が給料から天引きされて

いたものが、年金からの天引きに変更されます。 

70 歳以降は、厚生年金は上限 70 歳までなので引

かれないことになり、役員報酬からは健康保険料

のみ控除となります。そのままお勤めされると、

75 歳までは健康保険に加入することになります。 

75 歳以降については後期高齢者医療になります。

行政から連絡があるので、新しい保険証を使って

頂くことになります。65歳、70歳、75 歳と、そ

れぞれの年齢で保険の適用が変わってきますが、

役員報酬をもらっている限りは在職老齢年金は続

きます。 

 簡単に説明をさせて頂きましたが、本日はあり

がとうございました。 

 

 

 

   

       4 月の予定 

 

 4 日 外来卓話 郡上つくし会 齋藤武生様 

 

11 日 会員卓話 竹内巧治会員・森下光会員 

 

18 日 会員卓話 村土時男会長エレクト 

 

25 日 アッセンブリー 

   (次期方針発表・アドバイス・次期活動計画) 


